
【社会福祉法人審査要領 抜粋（株式保有に関する部分）】 
 
（８） 法人が株式を保有できるのは、原則として、以下の場合に限られる。 
ア 基本財産以外の資産の管理運用の場合。ただし、あくまで管理運用であることを明確に
するため、上場株や店頭公開株のように、証券会社の通常の取引を通じて取得できるものに
限る。 
イ 基本財産として寄付された場合。これは、設立時に限らず、設立後に寄附されたものも
含む。 
 
（９） 基本財産として株式が寄附される場合には、社会福祉法人としての適切な活動等の
ため、所轄庁においては、寄附を受けた社会福祉法人の理事と当該営利企業の関係者との関
係、基本財産の構成、株式等の寄附の目的について十分注意し、必要に応じ適切な指導等を
行う。 
 
（10） （８）の場合については、株式の保有等は認められるが、その場合であっても、当
該社会福祉法人が当該営利企業を実質的に支配することのないように、その保有の割合は、
２分の１を超えてはならない。 
 
（11） （８）の場合により株式保有等を行っている場合（全株式の２０％以上を保有して
いる場合に限る。）については、法第５９条の規定による現況報告書等と合わせて、当該営
利企業の概要として、事業年度末現在の次の事項を記載した書類を提出すること。 
ア 名称 
イ 事務所の所在地 
ウ 資本金等 
エ 事業内容 
オ 役員の数及び代表者の氏名 
カ 従業員の数 
キ 当該社会福祉法人が保有する株式等の数及び全株式等に占める割合 
ク 保有する理由 
ケ 当該株式等の入手日 
コ 当該社会福祉法人と当該営利企業との関係（人事、取引等） 


